
１．緊急点検
令和３年８月25日・令和４年９月６日に周知を行った安全管理の徹底に関する留

意事項等を踏まえて、安全管理が適切に実施されているか、送迎バスを有する全て
の施設に対して、緊急点検を実施。
※令和３年９月から点検実施までの状況を調査対象とする。

２．実地調査
送迎バスを有する施設に対して、地方自治体による、バス送迎に当たっての安全

管理に関する実地調査を実施。

緊急点検・実地調査の実施（案）
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緊急点検・実地調査

具体的な点検・調査項目は、以下を想定。
・連絡が無く子どもがいない場合の保護者への確認及び職員間における情報共有
・乗車時、降車時における子どもの人数確認などのチェック体制
・担任職員が、バスに降車した子どもの情報と当日の出欠に関する情報を突き合
わせて確認したかなどの降車後の確認体制

・同乗職員がいるか、確認内容の手順等の引継ぎを行っているかなど、送迎バス
の運行体制 等

点検・調査項目
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